
消防団充実強化に係る取組事例 

NO. ２８－６ 分野 
2．処遇の改善関係 

（２）その他 
作成年月 令和元年８月 

地方公共団体名 兵庫県 宍粟市 担当課 市長公室危機管理課 

連絡先 
Tel    0790-63-3119 

E-mail shobo-kotsu-kk@city.shiso.lg.jp 

タイトル 消防団員免許取得補助事業 

取組の概要  

 宍粟市では、消防団員数が年々減少しているなかで、道路交通法改正により消

防車を運転することができない団員や AT 車の普及により AT 限定の普通免許を

取得している団員が多く在職しています。 

 そのため、所属する分団の消防車両を運転することができない消防団員に対し

て、平成 31 年４月から準中型以上の運転免許の取得及び AT 限定免許の限定解

除に係る費用の補助を実施し、有事の際の緊急出動を円滑に行うとともに消防団

員の確保及び加入促進を図っています。 

 

 【対象者】 

 宍粟市消防団に在職し、所属する分団・部の分団長及び部長から推薦を受けた者 

  

 【補助内容】 

   ◯ 準中型以上の運転免許取得 

      上限 15 万円で補助対象経費の 10 分の 10 以内 

   ◯ AT 限定免許の限定解除 

      上限６万円で補助対象経費の 10 分の 10 以内 

 

   詳細は下記の「宍粟市消防団員運転免許取得等補助金交付要綱」参照 
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○宍粟市消防団員運転免許取得等補助金交付要綱 

平成31年３月29日告示第30号 

宍粟市消防団員運転免許取得等補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、宍粟市補助金等交付規則（平成17年宍粟市規則第44号。以下「規則」とい

う。）に基づき、消防団員運転免許取得等補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとす

る。 

（補助金の交付の対象） 

第２条 規則第２条の２の規定による補助事業等の名称、目的、内容、補助対象経費及び補助率又

は補助金額等に関しては、別表に定めるとおりとする。 

（別に定める事項） 

第３条 規則第３条、第８条第１項及び第14条に規定する申請書等に添付を要する市長が別に定

める書類及び市長が指定する期日、規則第10条第２項の規定による着手・完了届、規則第11条第

１項第１号に規定する市長が別に定める軽微な変更、規則第16条第２項に規定する概算払及び

規則第22条第２項に規定する別に定める処分制限期間は、別表の別に定める事項欄に定めると

おりとする。 

（特例） 

第４条 市長は、補助事業の目的に照らして、特に必要があると認めた場合は、前条の規定にかか

わらず、必要な措置をとることができる。 

（補則） 

第５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この告示は、平成31年４月１日から施行する。 

別表（第２条、第３条関係） 

補助事業の名称 消防団員運転免許取得等補助事業 

補助事業の目的 所属する分団・部の消防団車両が運転できない消防団員の免許取得

等に対して支援を行うことにより、有事の際の緊急出動を円滑に行う

とともに消防団員の確保及び加入促進を図る。 

補助事業の対象者 市の消防団員で、消防団活動上必要であるため、次に掲げる免許取

得等を行うもの。ただし、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌

年度から起算して５年以上団員として活動する意思を有する者に限

る。 

① 準中型以上の運転免許（道路交通法（昭和35年法律第105号）第

85条第１項に規定する第１種免許のうち、大型自動車免許、中型自



動車免許又は準中型自動車免許のいずれかの免許をいう。以下同

じ。）（ただし、平成29年３月12日以降に普通自動車運転免許を取

得した者に限る。） 

② ＡＴ限定免許の限定解除 

補助事業の内容及び補

助対象経費 

消防団活動上必要となる免許の取得等に要する経費（入学金、教習

料、教本代及び検定料等）で市長が認めたもの。ただし、再受験料等

の追加料金は除く。 

補助率又は補助金額 取得等を行う運転免許のうち、上記①については上限を15万円、上

記②については上限を６万円とし、それぞれ補助対象経費の実支出額

の10分の10以内で市長が必要と認めた額。ただし、千円未満の端数は

これを切り捨てる。また、当該取得等について、国、県等の補助を受

けることとなった場合は、補助金額から当該補助の額を差し引くもの

とする。 

その他の事項 補助事業の対象者は、所属する分団・部の分団長及び部長から推薦

を受けている者に限る。 

別に定める

事項 

規則第３条関係（交付申請） 添付書類…収支決算書、領収書、取得

等を行った運転免許証の写し、その

他指示する書類 

指定期日…免許取得の日から３か月以

内 

規則第８条第１項関係（額変更交付申

請） 

適用除外 

規則第10条第２項関係（着手・完了届） 

規則第11条第１項関係（変更承認申請） 

規則第14条関係（実績報告） 

規則第16条第２項（概算払い） 

規則第22条第２項関係（処分制限期間） 

 
 

その他参考情報  

○http://www.city.shiso.lg.jp/ 
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